
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

 

 一人親方並びにその親族にあっては、労働災害保険に加入する術も無く、

民間の保険会社の災害保険に加入するのが、精一杯の対抗策でした。 

 最近では、大手建設業者並びにハウスメーカーの下で仕事をしようとした場

合、労災保険の特別加入を義務図ける企業も増えてきております。 

 こうした業界の変化に対応するために、労災保険第２種特別加入者を募集し

ていますので、是非この機会に加入下さるようお願い申し上げます。  

 

○ 矢 吹 町 商 工 会  ℡42-4176 Fax44-2087     

○ 中 島 村 商 工 会  ℡52-2716 Fax52-3515 

○ 泉 崎 村 商 工 会  ℡53-2202 Fax53-3876 

【事  業】労災保険の第２種特別加入者を募集しております。 

【加入条件】建設業一人親方またはその親族 

【そ の 他】 組合員証・加入証明書を発行します。 

【申込方法】 各商工会窓口にてお申込下さい  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【白河労働基準監督署内の労働災害状況より抜粋】 

経験年数 50 年 男性 2 ケ月休業  経験年数 50 年 男性 ５日休業  

経験年数 17 年 男性 31 日休業  経験年数 45 年 男性 3 ケ月休業  

経験年数 10 年 男性 1 ケ月休業  経験年数 47 年 男性 4 ケ月休業  

み ど り 建 設 業 一 人 親 方 組 合 
〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村泉崎字下宿５５-３  

           泉崎村商工会館内  電話 ０２４８－５３－２２０２ 



 【給付基礎日額及び保険料等について】  

※ 第二種特別加入保険料率 19/1000（28.4.1 現在） 

給付基礎日額Ａ 保険料算定基礎額 

Ｂ＝Ａ×365 日 

年間保険料額 

保険料＝Ｂ×保険料率 
備       考 

20,000 円 7,300,000 円 １３８,７００円  
18,000 円 6,570,000 円 １２４,８３０円 

16,000 円 5,840,000 円 １１０,９６０円 

14,000 円 5,110,000 円 ９７,０９０円 

12,000 円 4,380,000 円 ８３,２２０円 

10,000 円 3,650,000 円 ６９,３５０円 

9,000 円 3,285,000 円 ６２,４１５円 

8,000 円 2,920,000 円 ５５,４８０円 

7,000 円 2,555,000 円 ４８,５４５円 

6,000 円 2,190,000 円 ４１,６１０円 

5,000 円 1,825,000 円 ３４,６７５円 

 ※年度途中の加入につきましては、保険料・組合費とも月割計算となります。 

  【補償の対象となる範囲について】 

業    務    災    害 通   勤  災  害 

保険給付の対象となる災害は、次に該当しない場合には被災しても保険給付

を受けることができません 

通勤災害については、一般の労働者の

場合と同様に取り扱われます 

○請負契約に直接必要な行為を行う場合 

○請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合 

○請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場で 

行う場合 

○請負工事に係る機械及び製品を運搬する作業及びこれに直接附帯する行

為を行う場合等 

 

 

【保険給付・特別支給金の種類について】 
保険給付の種類 支  給  事  由 支  給  内  容 特 別 支 給 額 

医療補償給付 

療養給付 

業務災害又は通勤災害による傷病

について、病院等で治療する場合 

 

 

労災病院又は労災指定病院等にお

いて必要な治療が無料で受けられ

ます。また、労災病院又は労災指

定病院以外の病院において治療を

受けた場合には、治療に要した費

用が支給されます。 

特別支給金はありませ

ん。 

休業補償給付 

休業給付 

業務災害又は通勤災害による傷病

の治療のため労働することができ

ない日が 4日以上となった場合 

 

休業 4 日目以降、休業 1 日につき

給付基礎日額の 60％相当額が支給

されます。 

 

休業特別支給金は、休

業 4 日目以降、休業 1

日につき給付基礎日額

の20％相当額が支給さ

れます。 

 その他給付金も別途あります。 

 

【組 合 費】 
商工会員 6,000 円/年 

        

非 会 員 24,000 円/年 

 

※年間の費用は 

保険料＋組合費 

となります。 

 

みどり建設業一人親方組合に入会頂くと 

  【労働保険番号：07-1-06-600576-000】 

組合員証・加入証明書を発行します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


